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強度行動障害の定義１

出典：強度行動障害支援者養成研修資料



強度行動障害の統計

出典：強度行動障害支援者養成研修資料



Å精神科診断ではない

Å直接的な他害（噛みつき、頭突き等）や、間
接的な他害（睡眠の乱れて、同一性の保持等）、
自傷行為等が「通常考えられない頻度と形式で
出現している状態」を指す

Å家庭で通常の育て方をして、かなりの養育努
力があっても著しい処遇困難が持続している状
態である

出典：「強度行動障害がある人 あなたはどんな人をイメージしていますか？」（厚生労働省）

強度行動障害の定義２

重度・中等度知的障害+自閉症
「コミュニケーションが苦手な人」がなりやすい



“ ᵲχ 1 2 3

ひどい自傷 １～２/週 １～２/日 １日中

強い他害 １～２/月 １～２/週 １日何度も

激しいこだわり １～２/週 １～２/日 １日何度も

激しいものこわし １～２/月 １～２/週 １日何度も

睡眠の大きな乱れ １～２/月 １～２/週 ほぼ毎日

食事関係の強い障害 １～２/週 ほぼ毎日 ほぼ毎食

排泄関係の強い障害 １～２/月 １～２/週 ほぼ毎日

著しい多動 １～２/月 １～２/週 ほぼ毎日

著しい騒がしさ ほぼ毎日 一日中 絶え間なく

パニックがひどく指導困難 あれば

粗暴で恐怖感を与え指導困難 あれば

かなりの養育努力があっても、過去半年以上、様々な強度の行動障害が継続している
場合、10点以上を強度行動障害とし、20点以上を特別処遇（旧制度）の対象とする

強度行動障害の判定基準

出典：強度行動障害支援者養成研修資料



強度行動障害 経過

環境と関わり



１．強度行動障害の当事者の人命と人権の尊重

２．支援の現場や家族の過重な負担の軽減を図る

３．社会全体の損失

出典：北九州市北九州市発達障害者支援地域協議会第二部会（強度行動障害支援検討部会）

強度行動障害に根拠に基づき包括的支援を導入

出典：「強度行動障害支援者養成研修【基礎研修】プログラム」（厚生労働省）



強度行動障害支援の原則

出典：強度行動障害支援者養成研修資料



強度行動障害支援の原則

https://www.teensmoon.com/chart



強度行動障害の見方

出典：強度行動障害支援者養成研修資料

※いま、ここ、だけで整理するのでなく、
子どもの頃からの経過、支援学校の状態や有効な支援の内容等を、
ライフステージごとに振り返り、整理が必要。
ヒントがたくさんあるはず。



強度行動障害の見方

出典：強度行動障害支援者養成研修資料を演者追記改変
（追記事項：医学的問題・虐待/ トラウマ問題・時間軸での変化）

（医学的問題）
・身体疾患・状態
・精神疾患・状態
・病歴・経過

（虐待・トラウマ問題）

（時間軸での経過）



①構造化された環境の中で、

②福祉と医療が連携しながら、

③リラックスできる強い刺激を避けた環境で、

④一貫した対応ができるチームを作り、

⑤自尊心を持ち一人でできる活動を増やし、

⑥地域で継続的に生活できる体制づくりを進める

出典：「強度行動障害支援者養成研修【基礎研修】プログラム」（厚生労働省）

強度行動障害支援の基本指針



強度行動障害

標準

境界域

軽度

中度

重度

最重度

自閉症特性の程度

知
的
障
害
の
程
度

弱い強い

強度行動障害

自傷・他害・破壊
異食・極端な固執行動

反社会的行動
非行・虞犯・触法行為等

急性期の精神症状
興奮・混乱・拒絶等

強度行動障害支援者養成研修【基礎研修】受講者テキスト ｐ15（一部改変） 文献３）



福祉と医療・行政との連携
それぞれが半歩前へ
強度行動障害の人にとって薬物療法が必要なことが殆ど

福祉+医療を機能させるための情報共有

行政・制度での後押し

福祉
Å 生活全般の組み立て

環境の整備
居住の場の提供
移動の支援
日中活動の提供
家族のレスパイト

Å 家族や関係機関との
連携

医療
Å 通院による薬物療法

精神科薬
睡眠、てんかんなど
併存疾患の治療

Å 入院治療
急性期症状の治療
破綻した行動・生活
の立直し
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岡山県における強度行動障害支援の取り組み
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2019年調査結果（抜粋）
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2019年調査結果から見えてきた課題
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障がい福祉施設の役割
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現状と今後の課題のまとめ
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知的障害 自閉症スペクトラム障害 合併症 入院期間 隔離

10代 重度 あり てんかん 2年以上 6ヶ月以上

10代 中等度 あり 6ヶ月以上 6ヶ月以上

40代 中等度 あり 統合失調症 15年以上 6ヶ月以上

20代 中等度 あり 5年以上 6ヶ月以上

40代 軽度 あり 統合失調症、ADHD 4年以上 6ヶ月以上

20代 重度 あり 統合失調症、ADHD 6ヶ月以上 6ヶ月以上
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福祉サービス調整が困難な強度行動障害とは

サービス調整
不調リスクが
極めて高い

行動関連項目（10点）

行動関連項目（24点）

個別の生活の
丁寧な組み立てが

欠かせない

個別化した日課を
組み手てなくても、
一定時間の余暇・
作業等をこなせる

¸ 現在、強度行動障害とは、障害福祉サービス
を受ける際に行う障害支援区分の認定調査項
目内の「行動関連項目」で10点以上の者

¸ 行動関連項目10点以上の者はかなり多く、
概ね、人口10万人あたり100人程度（岡山
県の人口190万人だと1,900人）

¸ しかし、10点以上の者すべてが福祉サービ
ス調整不調となるリスクが高いわけではない

¸ 一方、例えば18点以上となるとサービス調
整不調のリスクは極めて高く、標準的な生活
介護事業所の日課にはほとんど参加できない

¸ もし、著しい行動障害を抑制する何らかの介
入を計画・実施できたとしても、その後の生
活はどのように？（弄便・破衣・ ḱ

ḱ ḱ ḱḱḱ 脱
法身体拘束？）

¸ 1980年前後に「医療ではなく福祉・教育」
と強調した人は、回復ではなく、これまで教
育・育ちのない人に「入院治療では生活の丁
寧が組立てられない」と判断したが、今も多
くの障害福祉の現場では生活の組み立てがで
きないでいる

ỄḲ ṕ9 Ṗ



事例１：横浜市

ỄḲ ṕ9 Ṗ
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横浜市の強度行動障害者支援スタートの経過

人口370万人の大都市で地域福祉を
早くから推進してき横浜市ならでは
の新しい問題

グループホームは積極的に整備さ
れているが、行動障害が著しい自
閉症の人の住まいの場が足りない

横浜市外（県外）の入所施設で生活
しなくてはならない人、精神科病院
から退院が難しい人、日中の通い場
所の無い在宅生活を続けている人等、
いわゆる『居なし』あるいはそのリ
スクの高い人が多い。
今後益々増える！

横浜市自閉症児・者親の会等からの要望

【2014年８月８日】
進路対策研究会／自閉症懇談会
（横浜市社協事務局・学識経験
者・親の会・福祉事業関係者・教
育・市職員17人で構成／座長：
神奈川県立大学名誉教授谷口政
隆）が第３期障害者プラン策定に
向けての『基本と提言（自閉症と
りわけ行動障害の方について）』
をとりまとめる。

2015年からの「第３期障害者プラン」の「住まい」
の施策の１番目に「行動障害のある方の住まいの検
討」が明記される

2015年度に「行動障害のある方の住まいの検討部
会」により検討（横浜市障害計画課事務局・学識経
験者・親の会・福祉事業関係者９人で構成）。
【2016年３月】
報告書がまとめられ、方向性が提言される。

横浜市障害者施策推進協議会を経て

検討部会の提言から、2016年下期より新たな事業が動き出し、
発達障害者支援センターに専門職員が配置される◗ᵎ ԁ♃ ằ



発達障害者地域支援マネジャーが取り組む内容

１．事業所コンサルテーション

OJT ṕ TTAP
PDCA Ṗ

２．オール横浜市研修

ṕ 20Ṿ Ṗ

３．困難事例対応

４．体制整備に関する調査

◗ᵎ ԁ♃ ằ



「事業所コンサルテーション」の実績①
新規登録事業所と事業所訪問述べ件数

新規事業所の登録件数は2020年度より減っている。一方、それ以前から登
録している事業所には継続的に関わっており（対象利用者が増える等）、
延べ訪問件数は減らない（なおコロナ禍により2021年度は訪問件数減）
◗ᵎ ԁ♃ ằ



「事業所コンサルテーション」の実績②
登録事業所の事業形態

サービス利用のない事例や精神科病院等の入院ケースについては基幹相談
等からの依頼とカウント。施設入所、GH、生活介護等、強度行動障害者の
利用が想定される事業所からの新規登録は減少傾向 ◗ᵎ ԁ♃ ằ



「事業所コンサルテーション」の実績③

事業所等における強度行動障害者の直接支援件数は一定規模で

TTAP（TEACCH移行支援プロフィール）や事業所独自の障害特性プロ
フィールの作成依頼件数は直近３年間でほぼ同じ件数で推移している。
事業所コンサルテーションの開始時点でのアセスメントが定着した傾向に
ある → 直接アセスメントのみの依頼については慎重に対応

◗ᵎ ԁ♃ ằ



「オール横浜市研修」の実績
神奈川県より社会福祉法人横浜やまびこの里が「強度行動障害支援者養成研修」の指
定を受け（基本プログラムの運用は横浜市以外の県下と概ね共通）、追加プログラム
等のルールに従い「強度行動障害支援力向上研修」として横浜市から委託をうけて研
修を実施（運営法人は講師・ファシリテーターが２割を超えないこと）。事務局は地
域支援マネジャーが中心（年４回開催基本）。下記は修了者実数

この研修により、①地域支援マネジャーが市内の多くの事業所と顔見知りになる
（研修後に事業所訪問の要請が来る）、②事業所コンサルテーションで支援力向上
した事業所に「実践報告」「ファシリテーター」「講師」として依頼するサイクル
が出来てる、③研修実施協力者同士のネットワークが広がる

オンライン研修

オンライン研修

◗ᵎ ԁ♃ ằ



横浜市のまとめ
機関コンサルテーションの仕組みの延長で！

¸ ṕ Ṗ
¸ ṕ4 Ṗ
¸

¸

¸

¸

¸

ỄḲ ṕ9 Ṗ
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事例２：千葉県



2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

千葉県袖ヶ浦福祉センター
見直し進捗管理委員会

千葉県社会福祉事業団
問題等第三者検証委員会

千葉県袖ヶ浦福祉センター更生園
強度行動障害支援事業

千葉県袖ヶ浦福祉
センター検討会議

9月

2023

3月

虐待事件

11月

記者発表 閉鎖

強度行動障害のある方への支援体制構築事業

重度の強度行動障害者の
ある方の支援のあり方協議会

強度行動障害者のある方の
支援のあり方協議会

2009～

2004～

暮らしの場支援会議

強度行動障害のある方の支援者に対する研修（16人研修）

袖ヶ浦福祉
センターの
あり方

強度行動障
害者の相談
調整の事業

強度行動障害
者の支援体制
整備事業

強度行動障
害者の相談
調整の検討

県が率先して強度行動障害者支援施策を
1966年に設置した千葉県袖ヶ浦福祉センターの再整備として、2004年に千葉県独自
の強度障害者支援施策が開始される。大枠は、1993年から５年間実施された「強度
行動障害特別処遇事業」に類似していた。県が主導して入所等に関する審査会を継続
的に開催した事業であったが、この事業からの地域移行（他の入所施設移行含め）実
績はゼロであり、最終的に2013年11月にセンター内で虐待による利用者が１名死亡
する大きな事件が発生し、施策が大きく見直しされることに

◗ᵎ ԁ♃ ằ



強度行動障害のある方の支援者に対する研修①
¸年間１６人を対象（地域の強
度行動障害者支援の中核的人
材の養成を目指す）

¸受講者は年間３０日拘束され
る集中的研修制度

¸研修プログラムの企画・運
営・事務は千葉県発達障害者
支援センター（CAS）実施

¸強度行動障害支援者養成研修
に類似した基礎の確認研修、
より応用的な知識とスキルを
学ぶ研修、他県の先駆的事業
所の見学会、受講者が所属す
る施設のモデル利用者を対象
としたミニ・コンサルテー
ション、ミーティングの質向
上研修（ファシリテーショ
ン）他の受講者の施設訪問と
議論、研修成果の報告（実践
報告会）

◗ᵎ ԁ♃ ằ



強度行動障害のある方の支援者に対する研修②
¸県障害福祉課ならびに県知的障害者福祉協会の協力により、重要な研修事
業として位置付けられている（当初は、県障害福祉課長が直に研修受講者
の要請を行っていた）

¸県内の事業所の実態に合わせプログラムは毎年微調整しており、研修成果
について複数の評価指標を用いている（下記は13項目の受講生の自己評
価のプリ・ポスト変化）

¸年度末の実践報告会は300人規模で開催。県障害福祉課長以下複数名、主
だった施設の施設長・法人役員も参加する規模

¸研修修了者のフォローアップと新たに「強度行動障害アドバイザー事業」
を創設し、研修修了者を組織を超えた地域の活躍の場に

◗ᵎ ԁ♃ ằ



強度行動障害のある方の支援者に対する研修③
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暮らしの場支援会議
¸県障害福祉課長が座長となり、各市町で相談調整が困難な事例の処遇
（サービス調整）について医師・福祉・発達障害者支援センター・施設関
係者で議論

¸市町村から依頼がある強度行動障害者にはかならず暮らしの場支援会議の
（行動障害者支援に長年関与している）委員と県障害福祉課事務局が訪問
し、状況を確認し、必要な場合、委員会がサービス巣調整と進捗管理

¸本人に合った暮らしの場設置の補助と並行して議論（今後は、アドバイ
ザーとの調整も）

◗ᵎ ԁ♃ ằ



全体のまとめ：２つの地域からの示唆

地域で
分散を
目指して

地域で分散した支援：都道府県・政令市単位のプラン

¸都道府県等における強度行動障害者支援の専門施設とし
て、大規模入所施設（旧コロニー等）で集約した支援ス
タイルは昨今の様々な事件から現実的でないと考えられ
る（関東圏では、千葉、神奈川、埼玉で大きな社会的問
題に）

¸行動関連項目10点以上の10％がサービス調整が困難な
強度行動障害者だとすると、全国で1.2万人、各都道府
県で平均260人。１施設で対応できる数ではない（強度
行動障害者の実態把握が最近可能に）

経験豊富
な視点で

専門的な視点で相談調整・直接支援

¸障害者総合支援法の認定調査（行動関連）項目により強度行
動障害者を定義する仕組みは正解で、より正確な実態把握が
可能になった（項目修正、点数の公開等今後の課題あり）

¸簡便な調査項目結果と強度行動障害者支援の経験がない調査
員の一次スクリーニングで広域での相談調整を行うことは現
実的ではない。障害特性・家族や支援環境等、生活の場での
直接観察や聞き取り等、専門的な視点で計画立案

事業所・組織内の中核て人材、
地域における指導的人材養成

ỄḲ ṕ9 Ṗ



ソーシャルワークの３階層として

ミクロ

直接支援現場の底上げ 支援現場の人材養成
構造化された支援が提供できる事業所増！

メゾ

組織を超えた直接支援・相談支援のネットワーク
長期的にケースを見守る組織（県・政令市単位）
（組織をつなぐ・時間をつなぐ）

マクロ

強度行動障害者支援についての絶え間ない審議
都道府県・政令市単位で実態把握・議論する場！
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強度行動障害を有する方への地域支援を考える～ 施策の現状と展望 ～
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『障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針』
（平成29年厚生労働省告示第116号。最終改正は令和2年厚生労働省告示第213号）

第６期障害福祉計画における目標値設定の考え方
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施設入所者の重度化・
高齢化を踏まえた設定
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○ 年齢階級別の利用者数について、令和３年３月時点と平成25年３月時点を比較すると、

・ 20歳以上30歳未満は29.1％減少、30歳以上40歳未満は41.1％減少となっている。

・ 50歳以上60歳未満については8.0％増加、65歳以上については35.8％増加となっている。
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施設入所支援の利用者の年齢別・障害支援区分別・障害特性別構成比

実利用者数は、平均で52.6人、年齢区分は50歳以上65歳未満が多くなっている。

出典：令和元年度障害福祉サービス等報酬改定検証調査
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入所者の地域移行を進める上での課題（上位５つまで）β施設職員の回答

( .
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利用者本人の高齢化や重度化

家族や後見人等の反対

地域移行のニーズを有する入所者が少ない

地域の社会資源の不足（資源がない、障害種別に合う資源が少ない等）

利用者のニーズはあるが、本人の障害の程度や状態が合わない

本人の経済的状況（グループホーム等の費用が賄えない）

必要な体制整備が行政計画と連動していない（必要な整備につながり…

地域住民の反対や歓迎されない空気

施設・法人における処遇方針（施設の方が安心であるという方針）

施設・法人の経営上の問題（法人の経営上、地域移行を進めにくい）

その他

課題と感じていることは特にない

無回答
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グループホーム利用者の障害支援区分別構成の推移
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障害者虐待対応状況調査
＜障害者福祉施設従事者等による障害者虐待＞（抜粋）

行動障害のある者の割
合

被虐待者の割合

発生要因の割合

市区町村等職員が判断した虐待の発生要因 H28 H29 H30 Ｒ1 R2

教育・知識・介護技術等に関する問題 65.1% 59.7% 73.1% 59.8% 71.0%

職員のストレスや感情コントロールの問題 52.2% 47.2% 57.0% 55.3% 56.8%

倫理観や理念の欠如 53.0% 53.5% 52.8% 53.6% 56.1%

虐待を助長する組織風土や職員間の関係性の悪さ 22.0% 19.1% 22.6% 16.2% 22.6%

人員不足や人員配置の問題及び関連する多忙さ 22.0% 19.6% 20.4% 24.2% 24.2%

身体障害 知的障害 精神障害 発達障害 難病等

H25 29.2% 79.8% 14.1% 6.4% 1.8%

H26 21.9% 75.6% 13.5% 2.3% 0.0%

H27 16.7% 83.3% 8.8% 2.3% 0.0%

H28 14.4% 68.6% 11.8% 3.6% 0.7%

H29 22.2% 71.0% 16.7% 5.1% 2.7%

H30 22.7% 74.8% 13.5% 4.2% 0.5%

R1 21.3% 78.7% 11.7% 3.7% 1.2%

R2 18.2% 71.6% 19.4% 5.7% 0.8%
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○ グループホームは、入所施設からの地域移行をより一層推進する観点から、障害者の重度化・高齢化に対応

するための受入体制の整備を図っていく必要があるとともに、強度行動障害の支援はグループホームにおける個

別的な支援がなじむ面がある。

障害者支援施設は、第一種社会福祉事業として自治体又は社会福祉法人という公益性の高い主体が運営している。

実際に入所している障害者へのサービス提供に当たっては、施設入所者の生活の質の向上を図る観点から、障害

者の重度化・高齢化を踏まえた手厚い人員体制の整備を図りながら、強度行動障害者、医療的ケアの必要な障害

者などのための専門的な支援も行っている。

上記を踏まえ、グループホームと障害者支援施設の役割を検討する必要がある。

○ グループホームにおいて、医療的ケア、強度行動障害、高次脳機能障害等の特性に対応できる専門性を持つ

人材配置を推進するための方策について検討する必要がある。強度行動障害の点数が特に高い者や高次脳機能障

害を有する者など特に支援が必要な者を評価するための基準を検討した上で、報酬上の評価や支援体制の在り方

について検討すべきである。（※）

○ また、令和５年度末までの経過措置とされているグループホームにおける重度障害者向けの個人単位の居宅

介護等の利用について、令和３年度障害福祉サービス等報酬改定の影響や重度障害者に対する必要な支援を確保

する観点から恒久化すべきとの意見等を踏まえつつ検討すべきである。（※）

障害者の居住支援について

重度障害者の支援体制の整備（抜粋）

（※）が付されている部分は、障害福祉サービス等報酬の改定時において省令、告示等による対応が想定されるもの。
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○ 日中サービス支援型グループホームについては、重度障害者への対応ができるよう、日中・夜間も含めた常時の人員体制を確

保する類型として平成30年度に創設されたところである。日中の時間帯をグループホーム内で過ごす場合に必要となる支援は対象

者の状況に応じて様々であり、強度行動障害に対応できる人員体制や報酬が十分ではないとの指摘がある一方、日中の人員を配置

することで支援の程度に関わらず一定の報酬が支払われる仕組みであることから、支援の必要性が乏しい者の日中の利用や適切な

支援の実施について懸念される状況がある。

上記を踏まえ、日中サービス支援型グループホームの制度の在り方について検討すべきである。また、支援の質の確保について、

障害福祉サービス全体とあわせて検討する必要がある。

○ 強度行動障害を有する者への支援に際しては、強度行動障害は、生来的な障害ではなく、周囲の環境や関わりによって現れる

「状態」であり、児童期からの適切な支援や、本人の特性に合った環境調整等によって、状態が大きく改善され得るものである点

に十分留意して検討が進められる必要がある。また、強度行動障害を有する者に対して継続的に適切な支援を行うためには、グ

ループホームや障害者支援施設など複数の事業所で支えていく仕組みが必要になる。

このため、グループホームや在宅で状態が悪化した強度行動障害を有する者に対し、環境を一時的に変えて、適切なアセスメント

や環境調整を行った上で、本人の特性に合うよう環境調整した元の住まいや新たな住まいに移行するための集中的支援をグループ

ホーム、障害者支援施設等で当該支援を行うための具体的方策について検討すべきである。（※）

また、強度行動障害を有する者への支援に当たって環境調整が重要であることについて、施設長などの環境調整の権限を持つ者を

含め支援者に伝わる方策を検討する必要がある。

障害者の居住支援について

重度障害者の支援体制の整備（抜粋）
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シンポジウム２ 強度行動障害の課題解決にむけて強度行動障害を有する方への地域支援を考える～ 施策の現状と展望 ～

厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 障害福祉課 障害児・発達障害者支援室 発達障害対策専門官 加藤永歳氏



○ 地域での受入が困難な強度行動障害を有する者への支援については、強度行動障害支援者養

成研修の修了者に加え、適切な指導・助言ができる中核的人材の養成や外部機関による専門的助

言の活用等、より専門性の高い人員体制を確保するための方策について検討する必要がある。

○ 重度障害者向けのグループホームなど地域のニーズを踏まえたグループホームの整備を推進

する観点から、障害福祉サービス全体として地域のニーズを踏まえた事業者指定の在り方を検討

するとともに、次期（令和６年度～）障害福祉計画において、重度障害者等の支援が行き届きに

くいニーズについて、全体の必要量とは別に、そのニーズを見込み、整備を促していくこと等に

ついて検討すべきである。

○ 障害特性に応じた住居に関する研究事業の成果を踏まえ、医療的ケア、強度行動障害、高次

脳機能障害、高齢化等に対応した施設・設備に対応するための方策について検討する必要がある。

○ その他、強度行動障害を有する者をはじめとする重度障害者の地域生活を支えるサービスに

ついては、訪問系サービスを含め、その支援の状況や地域ごとの課題の実態を把握しつつ、各種

サービス等の在り方について検討する必要がある。

障害者の居住支援について

重度障害者の支援体制の整備（抜粋）
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＜障害者支援施設における重度障害者等の支援体制の充実＞

○ 障害者支援施設では、これまでも強度行動障害や医療的ケアのある方など様々な障害者に対す

る支援を実施しているが、個々の利用者に対する支援の質の向上に向けて、ユニット化や個室化な

ど適切な個別支援に向けた必要な生活環境の把握を進めるとともに、障害者支援施設が果たしてい

る専門的な支援等における役割を踏まえ、現行の人員配置や支援内容に対する報酬上の評価等につ

いて検討すべきである。（※）

障害者の居住支援について

障害者支援施設の在り方（抜粋）

（※）が付されている部分は、障害福祉サービス等報酬の改定時において省令、告示等による対応が想定されるもの。
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○ 相談支援事業者は、計画相談支援において医療を含む関係機関との連携に努めることとされて

いるが、改めてその主要な連携先として医療機関や難病関係機関を明示し、その連携の重要性や具

体的に求められる連携内容について周知徹底を図る等により、効果的な連携の取組を更に促進する

とともに、連携の緊密化を図ることが必要である。また、精神障害者等の疾病の状態が障害に影響

する者、強度行動障害や高次脳機能障害を有する者等、本人が医療との関わりを必要とする場合等

については医療と福祉の関係者が個々の利用者の支援における各々の役割を明確化しつつマネジメ

ントを行い、かつ相互理解に基づく連携促進を図ることが重要である。そのためには、双方の開催

するカンファレンスに関係者が参加することや医療や福祉双方の分野における研修をはじめとする

資質向上の取組等が求められる。

○ 医療機関と計画相談支援の連携については、すでに診療報酬及び障害福祉サービス等報酬にお

いて加算等により一定の取組を評価しているが、精神障害者等の疾病の状態が障害に影響する者、

強度行動障害や高次脳機能障害を有する者等、本人が医療との関わりを必要とする場合等について、

利用者の適切な支援に求められる連携を更に促進する方策等について検討すべきである。（※）

医療と福祉の連携について

医療と計画相談をはじめとする相談支援等の連携について（抜粋）

（※）が付されている部分は、障害福祉サービス等報酬の改定時において省令、告示等による対応が想定されるもの。
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近年の強度行動障害に関する厚生労働科学研究

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度
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岡山県自立支援協議会強度行動障害支援部会
令和4年3月に設置引用岡山県HP

・16名の構成員（部会長：来住由樹/副部会長：諏訪利明）

・令和4年3月/令和4年8月に開催

Ҧ強度行動障害の現状・課題の整理と今後の方向性を整理

・令和4年9月～11月 岡山県内実態調査を実施

β年度内に結果は公表

Ҧ令和5年・7年に追加調査



岡山県令和５年度重点事業調書
保健福祉部７強度行動障害のある方への支援
引用：岡山県HP
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Å強度行動障害を有する状態は当事者・家族にとって最も過酷な困難な
状態の1つである。

Å強度行動障害に対する施策は、予防のための研修事業がなされてきた。
一方で、発生した人のための支援体制整備（入所・一時的入院を含
む）の整備は不十分な現状にある。

Å強度行動障害者支援のためには、福祉と医療が連携する必要があり、
一時入院・入所を要する事例については圏域の入所施設・相談支援事
業所など地域支援者・行政との連携が必要。

Å好事例から多くを学ぶことができる。県・市の施策に働きかけが必要。
福岡市による「集中支援モデル事業」、横浜市による「事業所コンサ
ルテーション事業」、千葉県による「暮らしの場支援議」

Å強度行動障害者への支援体制整備は次期の県・市障害者（児）計画・

障害福祉計画、事業に反映される必要がある。

Å障害者総合支援法改正法施行後３年の見直しへの働きかけが肝要

強度行動障害の未来予想図にむけて：まとめ
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